
条
例
で
定
義
す
る
外
来
動
植
物

そ
の
他

ウィルス，菌類，細菌類

一般的な外来生物

外来生物に関する用語の概念図

侵略的な外来生物

※県条例

指定外来動植物

動植物の境界

生態系影響ライン

生態系影響ライン

国境ライン

（海外由来） （国内由来）

※生態系に影響を及ぼす
又はそのおそれがあるもの

※

注

外
来
生
物
法
で
定
め
る
特
定
外
来
生
物
を
除
く

※生態系に影響を及ぼす
又はそのおそれがあるもの
（例：オオキンケイギクなど）

※外来生物法

特定外来生物

※人の生命・身体，農
林水産業に影響を及ぼ
す又はそのおそれがあ
るもの
（例：アライグマ，ヒアリ，

カミツキガメなど）

＜主な規制＞

●飼養等及び運搬の原則禁止
●輸入の原則禁止
●野外への放出等の禁止
●許可を受けていない者への
譲渡・販売等の原則禁止

など

＜主な規制＞

●適合飼養等施設での適正飼養
●野外への放出等の禁止
●販売に当たっての説明の義務化

など

海外 国内


